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処分の概要 負担金等の督促

法 令 名

根 拠 条 項
河川法 第100条において準用する第74条第1項

法 令 番 号 昭和39年法律第167号

【基準】

法第74条第1項の規定による。

(強制徴収)

第74条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定

に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」とい

う。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者(当該負担金等

が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当

該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。)は、期限を指定し

て、その納付を督促しなければならない。
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